
平
成
二
十
四
年
一
月
三
十
一
日
提
出

質

問

第

二

六

号

教
科
書
問
題
及
び
Ｉ
Ｌ
Ｏ
／
ユ
ネ
ス
コ
『
教
員
の
地
位
に
関
す
る
勧
告
』
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

服

部

良

一
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教
科
書
問
題
及
び
Ｉ
Ｌ
Ｏ
／
ユ
ネ
ス
コ
『
教
員
の
地
位
に
関
す
る
勧
告
』
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
一
年
に
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
」
が
検
定
合
格
し
て
以
来
、
わ
が
国
の
中
学
校
歴
史
教
科
書
問
題
は
国
際
的
に
も
関

心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
六
六
年
、
わ
が
国
も
賛
成
し
て
採
択
さ
れ
た
Ｉ
Ｌ
Ｏ
／
ユ
ネ
ス
コ
『
教
員
の
地
位
に
関

す
る
勧
告
』
（
以
下
「
勧
告
」
と
す
る
）
は
教
員
の
地
位
に
関
す
る
国
際
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
教
科
書
の
選
択
等
に
つ
い
て

も
、
「
不
可
欠
な
役
割
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
」
（
「
勧
告
」
�
�
項
）
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
「
勧
告
」
は
、
教
員
の
社
会
的
地
位
の
み
な
ら
ず
「
労
働
条
件
」
等
も
含
む
こ
と
が
「
勧
告
」
�
項
（
ロ
）
に
明

記
さ
れ
て
お
り
、
我
が
国
の
教
育
行
政
も
、
こ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

「
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
、
第
五
四
会
期
（
二
〇
一
〇
年
五
月
二
五
日
〜
六
月
一
一
日
）

条
約
第
�
�
条
に
も
と
づ
い

て
締
約
国
が
提
出
し
た
報
告
書
の
検
討
」
の
「
総
括
所
見：

日
本
」
に
お
け
る
「
�
�
教
育
、
余
暇
お
よ
び
文
化
的
活
動
」

の
�
�
’
�
�
項
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
�
�
�
委
員
会
は
、
日
本
の
歴
史
教
科
書
に
お
い
て
は
歴
史
的
出
来
事
に
対
す
る
日
本
側
の
解
釈
し
か
記
述
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、
地
域
の
異
な
る
国
々
出
身
の
子
ど
も
の
相
互
理
解
が
増
進
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
情
報
が
あ
る
こ
と
を
懸
念
す

一



る
。�

�
�
委
員
会
は
、
締
約
国
が
、
検
定
教
科
書
に
お
い
て
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
の
歴
史
的
出
来
事
に
関
す
る
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
見
方
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
よ
う
勧
告
す
る
。
」

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
歴
史
的
出
来
事
に
対
す
る
日
本
側
の
解
釈
し
か
記
述
さ
れ
て
い
な
い
」
「
歴
史
教
科
書
」
、

「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
の
歴
史
的
出
来
事
に
関
す
る
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
見
方
が
提
示
さ
れ
」
て
い
な
い
「
検
定
教
科

書
」
と
は
、
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
等
が
編
集
し
た
扶
桑
社
歴
史
教
科
書
、
自
由
社
歴
史
教
科
書
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
勧
告
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
対
処
さ
れ
た
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

前
記
出
版
社
の
二
種
類
の
教
科
書
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
数
々
の
誤
り
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
用

語
「
明
治
維
新
」
の
由
来
説
明
と
し
て
、

「
王
政
復
古
の
大
号
令
の
中
で
は
、
旧
来
の
も
の
を
始
め
、
す
べ
て
を
新
た
に
始
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
『
維
（
こ
）
れ

新
た
な
り
』
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
こ
で
幕
末
か
ら
明
治
維
新
に
い
た
る
一
連
の
変
革
を
明
治
維
新
と
よ
ぶ
」
と

本
文
に
記
述
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
王
政
復
古
令
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
や
っ
と
二
〇

一
〇
年
度
の
検
定
で
「
『
維
（
こ
）
れ
新
た
な
り
』
と
い
う
言
葉
は
用
い
て
お
ら
ず
、
誤
り
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
削
除
さ

二



れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
ま
で
、
四
回
の
検
定
で
は
一
冊
に
つ
き
三
人
ず
つ
の
検
定
官
が
担
当
し
て
い
た
の
で
検
定
官

は
延
べ
一
二
人
、
審
議
会
委
員
の
歴
史
学
者
な
ど
有
識
者
た
ち
毎
回
六
人
前
後
の
延
べ
二
四
人
、
総
計
四
〇
人
近
い
検
定
担

当
者
が
、
誰
一
人
と
し
て
原
典
の
「
王
政
復
古
の
大
号
令
」
と
の
照
合
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

�

こ
の
よ
う
な
杜
撰
な
「
検
定
」
を
行
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

歴
史
事
実
に
無
い
こ
と
を
有
る
と
す
る
よ
う
な
歴
史
を
偽
り
造
る
記
載
の
あ
る
教
科
書
に
つ
い
て
、
教
員
が
「
こ
れ
は

誤
っ
て
い
ま
す
。
歴
史
を
偽
造
す
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
王
政
復
古
の
大
号
令
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
検
定
済
教

科
書
に
も
誤
り
が
あ
り
ま
す
」
と
教
え
る
こ
と
は
正
当
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
こ
の
誤
り
を
見
抜
け
ず
、
そ
の
ま
ま
教
え
る

教
員
は
誤
っ
た
歴
史
を
生
徒
に
教
え
た
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

教
科
書
採
択
に
当
た
っ
て
は
教
員
の
望
む
教
科
書
を
明
ら
か
に
す
る
、
い
わ
ゆ
る
学
校
票
と
い
わ
れ
る
も
の
等
を
重
視
す

る
よ
う
、
政
府
・
文
部
科
学
省
は
前
記
「
勧
告
」
�
�
項
に
基
づ
き
、
各
教
育
委
員
会
を
指
導
す
る
責
任
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
指
導
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
、
ま
た
、
今
後
、
行
う
予
定
が
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

そ
も
そ
も
、
政
府
・
文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
本
「
勧
告
」
に
つ
い
て
、
各
地
の
教
育
委
員
会
に
対
し
て
周
知
徹
底
を
図

り
、
こ
れ
を
遵
守
す
る
よ
う
、
研
修
等
、
指
導
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
、
ま
た
、
今
後
、
行
う
予
定
が
あ
る
か
、
明
ら
か

三



に
さ
れ
た
い
。

五

本
年
一
月
一
六
日
に
最
高
裁
判
所
は
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
不
起
立
教
員
に
対
す
る
東
京
都
教
育
委
員
会
の
懲
戒
処
分
に

つ
い
て
、
停
職
や
減
給
は
裁
量
権
の
乱
用
に
よ
る
違
法
行
為
と
認
定
し
確
定
し
た
。
「
勧
告
」
に
明
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、

「
教
員
団
体
は
懲
戒
問
題
を
扱
う
機
関
の
設
置
に
当
た
っ
て
、
協
議
に
あ
ず
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
（
�
�

項
）
、
及
び
「
教
員
と
使
用
者
と
の
間
の
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
、
適
切
な
合
同
の
機
構
が
設
」
け
ら
れ
る
こ
と
（
�
�

項
）
が
実
現
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
違
法
な
処
分
の
乱
発
は
か
な
り
防
げ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
特
に

上
記
勧
告
に
つ
い
て
は
、
早
急
に
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
勧
告
」
に
基
づ
き
各
地
の
教
育
委

員
会
を
指
導
す
る
予
定
が
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


